
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録

開催日時：令和８年３月２４日（火）   ９：００～９：１５ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：高 市 早 苗 内閣総理大臣 

林 芳 正 国務大臣（総務大臣） 

平 口  洋 国務大臣（法務大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（外務大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

松 本 洋 平 国務大臣（文部科学大臣） 

上 野 賢一郎 国務大臣（厚生労働大臣） 

鈴 木 憲 和 国務大臣（農林水産大臣） 

赤 澤 亮 正 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

金 子 恭 之 国務大臣（国土交通大臣） 

石 原 宏 高 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

小 泉 進次郎 国務大臣（防衛大臣） 

木 原  稔 国務大臣（内閣官房長官） 

松 本   尚 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

牧 野 たかお 国務大臣（復興大臣） 

あかま 二 郎 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

黄川田 仁 志 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

城 内 実 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

小野田 紀 美 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：尾 﨑 正 直 内閣官房副長官 

佐 藤   啓 内閣官房副長官 

露 木 康 浩 内閣官房副長官 

岩 尾 信 行 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      １２件 

○国会提出案件     ４件 

○公布（条約）     １件 

○法律案        ６件 

○政令        ２６件 

○人事         ４件 

○報告         ２件 

○配布         １件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解等となった。 
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議事内容： 

○木原国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。 

  まず、閣議案件について、尾﨑副長官から御説明申し上げます。 
○尾﨑内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「ワクチン開発・

生産体制強化戦略」の変更について、御決定をお願いいたします。本件は、感染症

危機対応医薬品等の開発・供給を可能にする体制の構築のため、同戦略を改定する

ものであります。 
  次に、「日・フィリピン物品役務相互提供協定」外６件の条約の締結につき、国会

の承認を求めることについて、御決定をお願いいたします。フィリピン、オランダ

及びニュージーランドとの各「物品役務相互提供協定」は、日本国の自衛隊とフィ

リピンの軍隊、オランダ王国の軍隊及びニュージーランド国防軍それぞれの間にお

ける物品役務提供について、基本的な条件を定めるものであり、セルビア、パラグ

アイ、ザンビア及びタジキスタンとの各「投資協定」は、投資の促進及び保護のた

めの措置等について定めるものであります。 
  次に、「職業安全衛生条約」の締結及び公布について、御決定をお願いいたしま

す。本件は、昨年の通常国会で承認を得たものであります。 
  次に、予備費の使用について、御決定をお願いいたします。本件は、燃料油価格

激変緩和対策事業等に必要な経費として、一般会計予備費から約８，００７億円を

使用するものであります。 
  次に、質問主意書に対する答弁書４件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。 
  次に、法律案６件について、御決定をお願いいたします。まず、「小型無人機等飛

行禁止法の一部改正法案」は、その上空において小型無人機等の飛行が禁止される

対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲を拡大するとともに、違法な飛行を

行った者に対する罰則を設ける等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の一部改正法案」は、同機

構が保有する株式等及び債権の譲渡その他の処分等に係る期限を延長するもので

あります。 
  次に、「携帯電話不正利用防止法の一部改正法案」は、携帯通信事業者が契約締結

時の本人確認等を行うべき役務に音声通信役務以外のデータ通信役務を追加する

等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正法案」

は、定形郵便物の料金の上限額を日本郵便株式会社の申請に基づき総務大臣が認可

する制度に改める等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「家畜伝染病予防法の一部改正法案」は、国内防疫体制の強化及び効率化の

ため、ランピースキン病を家畜伝染病に追加する等の措置を講ずるものであります。 
  次に、「電気事業法の一部改正法案」は、経済産業大臣が一般送配電事業者等の送

電線等の整備計画を認定し、電力広域機関が整備等に必要な資金を貸し付ける制度

を創設する等の措置を講ずるものであります。 
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  次に、政令１９件について、御決定をお願いいたします。まず、「児童福祉法等の

一部改正法の一部の施行期日令」は、同改正法の一部の施行期日を本年１０月１日

とするものであり、「児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部改正令」は、一

時保護委託者の登録の欠格事由に係る法律を定める等の改正を行うものでありま

す。 
  次に、「東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数

料の特例に関する政令の一部改正令」は、被害を受けた建物等に係る登記事項証明

書等の手数料を免除する特例の適用期間を延長するものであります。 
  次に、「医療法施行令等の一部改正令」は、同法等の一部改正法の一部の施行に伴

い、関係政令の規定の整備を行うものであり、「健康保険法等の一部改正法の一部

の施行期日令」は、同改正法の一部の施行期日を本年４月１日とするものであり、

「同改正法の一部の施行に伴う関係整備等政令」は、同改正法の一部の施行に伴い、

関係政令の規定の整備等を行うものであります。 
  次に、「予防接種法施行令」、「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救

済に関する特別措置法施行令」、「原子爆弾被爆者援護法施行令」及び「独立行政法

人医薬品医療機器総合機構法施行令」の各一部改正令は、全国消費者物価指数の変

動等に応じて、医療手当等の額の改定等を行うものであります。 
  次に、「国民年金法施行令等」、「恩給法による恩給改定率の改定等に関する政令

等」、「戦傷病者戦没者遺族等援護法第８条の３第１項の改定率の改定等に関する政

令」、「平成１９年１０月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のた

めの特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令等」及び「地方公務員

等共済組合法施行令等の一部改正等令等」の各一部改正令は、令和８年度における

国民年金給付等の改定率等を定めるものであります。 
  次に、「東日本大震災財特法の農林水産省関係規定の施行等に関する政令等の一

部改正令」は、被災農林水産業者等に対する金融上の特例措置の適用期限を延長す

るものであります。 
  次に、「海洋水産資源開発促進法施行令の一部改正令」は、沿岸水産資源開発区域

における都道府県知事等への届出を不要とする行為の対象範囲等について見直し

を行うものであります。 
  次に、「公害健康被害補償法施行令の一部改正令」は、補償給付に係る汚染負荷量

賦課金の徴収額等を改定するものであります。 
  次に、「石綿健康被害救済法施行令の一部改正令」は、物価上昇を踏まえ、療養手

当等の額の改定を行うものであります。 
  次に、人事案件について、申し上げます。まず、茂木外務大臣が、Ｇ７外相会合 

出席等のため、明日から２９日まで、海外出張されますので、御了解をお願いいた

します。 
  次に、農林水産副大臣根本幸典外３名に、第１４回世界貿易機関閣僚会議日本政

府代表を命ずることについて、御決定をお願いいたします。 
  次に、裁判官人事といたしまして、判事兼簡易裁判所判事に任命するもの外６件
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について、御決定をお願いいたします。 
  次に、小島昭外７２５名の叙位、叙勲又は紺綬褒章授与等について、御決定をお

願いいたします。 
  次に、一般職の国家公務員等及び自衛隊員に係る再就職状況について、御報告が

あります。本件は、国家公務員法及び自衛隊法に基づき、管理職職員であった者等

から令和７年度第３・四半期になされた再就職に関する届出を内閣に報告するもの

であります。 
  次に、配布資料といたしまして、「消費者物価指数」があります。本件につきまし

ては、後程、総務大臣から御発言があります。 
  次に、件名外案件について、申し上げます。まず、「使用済燃料の輸送及び再処理

等に関する書簡」をフランスとの間に交換することについて、御決定をお願いいた

します。本件は、使用済燃料の再処理期間等について、取り極めるものであります。 
  次に、「円借款の供与に関する書簡」をインドとの間で交換することについて、御

決定をお願いいたします。本件は、「ベンガルール・メトロ建設計画」外３件に総額

約２，７５９億円を限度とする円借款を供与することについて、取り極めるもので

あります。なお、以上２件につきましては、対外公表及び相手国政府との書簡交換

までそれぞれ不公表といたしたいので、御了承をお願いいたします。 
  次に、準備のための案件について、申し上げます。令和８年度予算の関連政令７

件について、あらかじめ御決定をお願いいたします。本件は、当該予算の成立を条

件に決定するもので、それまでの間、不公表扱いとなりますので、御了承をお願い

いたします。まず、「警察法施行令の一部改正令」は、地方警察職員を増員するもの

であります。 
  次に、「こども家庭庁及び農林水産省の組織令」の各一部改正令は、所掌事務の追

加、参事官を新たに置く等の改正を行うものであります。 
  次に、「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部改正令」は、母子事業開始資

金等の貸付限度額の引上げ等を行うものであります。 
  次に、「前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政

令の一部改正令」は、病床転換助成事業の期限を延長するものであります。 
  次に、「防衛省職員給与法施行令の一部改正令」は、共同・統合訓練演習従事手当

等の新設、航空自衛官等に無料で貸与する被服の品目の追加等を行うものでありま

す。 
  次に、「防衛施設周辺生活環境整備法施行令の一部改正令」は、民生安定助成事業

について、子育て支援施設等の対象範囲の拡大等を行うものであります。 
○木原国務大臣：次に、大臣発言がございます。まず、総務大臣から２件御発言がご

ざいます。 
○林国務大臣：本日、消費者物価指数を公表いたしました。２月の消費者物価指数は、

１年前に比べ１．３パーセントの上昇となりました。また、生鮮食品を除く指数は、

１年前に比べ１．６パーセントの上昇となりました。内訳を見ると、「生鮮食品を除

く食料」の上昇が見られます。引き続き、物価動向を注視してまいります。 
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○林国務大臣：国立研究開発法人情報通信研究機構の長につきまして、別紙のとおり

任命いたしたいので、御了解願います。 
○木原国務大臣：次に、財務大臣から２件御発言がございます。 
○片山国務大臣：令和８年度予算については、年度内成立が必要と考えており、現在、

参議院において精力的に御審議いただいているところであります。しかしながら、

予算の空白は１日も許されないため、不測の事態に備えて、関係各省庁の御協力を

得つつ、暫定予算の編成作業を進めたいと考えております。また、その編成に当た

っては、その期間を１１日間とすることとしたいと考えております。以上の点につ

き、関係各位におかれましても、格段の御協力を賜りたいと存じます。 
○片山国務大臣：独立行政法人酒類総合研究所の長につきまして、別紙のとおり任命

いたしたいので、御了解願います。 
○木原国務大臣：次に、私から独立行政法人の長の人事について、申し上げます。令

和８年４月１日に設立する独立行政法人男女共同参画機構の理事長となるべき者

について、別紙のとおり指名いたしたいので、御了解願います。 
  次に、法務大臣。 
○平口国務大臣：日本司法支援センターの長につきまして、別紙のとおり任命いたし

たいので、御了解願います。 
○木原国務大臣：次に、文部科学大臣。 
○松本（洋）国務大臣：独立行政法人国立特別支援教育総合研究所をはじめ１０の独

立行政法人の長、国立大学法人北海道大学をはじめ２４の国立大学法人等の長につ

きまして、別紙のとおり任命いたしたいので、御了解願います。 
○木原国務大臣：次に、農林水産大臣。 
○鈴木国務大臣：独立行政法人家畜改良センターをはじめ５法人の長につきまして、

別紙のとおり任命いたしたいので、御了解願います。 
○木原国務大臣：次に、国土交通大臣。 
○金子国務大臣：独立行政法人海技教育機構をはじめ６法人の長につきまして、別紙

のとおり任命いたしたいので、御了解願います。 
○木原国務大臣：次に、環境大臣。 
○石原国務大臣：国立研究開発法人国立環境研究所の長につきまして、別紙のとおり

任命いたしたいので、御了解願います。 
○木原国務大臣：次に、防衛大臣。 
○小泉国務大臣：独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の長につきまして、別紙

のとおり任命いたしたいので、御了解願います。 
○木原国務大臣：次に、内閣総理大臣から御発言がございます。 
○高市内閣総理大臣：茂木大臣は、海外出張いたしますが、その出張不在中、木原内

閣官房長官を臨時代理とすることといたします。 
○木原国務大臣：これをもちまして、閣議を終了いたします。 
  引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。 
  御発言はございますか。 
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  無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。 
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令和８年 

３月 24日 

◎ 一 般案 件

○ ワ ク チン開 発 ・生 産 体制 強 化戦 略 の変 更 につ い て

（ 決 定 ）                             （内 閣官 房 ）

〃 ○ 日 本国の 自 衛隊 と フィ リ ピン の 軍隊 と の間 に おけ

る 物 品 又 は役 務 の相 互 の提 供 に関 す る日 本 国政 府

と フ ィ リ ピン 共 和国 政 府と の 間の 協 定の 締 結に つ

い て 国 会 の承 認 を求 め るの 件 （決 定 ）（ 外 務省 ）

〃 ○ 日本 国の 自 衛隊 と オラ ン ダ王 国 の軍 隊 との 間 にお

け る 物 品 又は役 務 の相 互 の提 供 に関 す る日 本 国 政

府 と オ ラ ンダ王 国 政府 と の間 の 協定 の 締結 に つ い

て 国 会 の 承認を 求 める の 件（ 決 定）   （ 同 上）

〃 ○ 日本 国の 自 衛隊 と ニュ ー ジー ラ ンド 国 防軍 と の間

に お け る 物品又 は 役務 の 相互 の 提供 に 関す る 日 本

国 政 府 と ニュー ジ ーラ ン ド政 府 との 間 の協 定 の 締

結 に つ い て国会 の 承認 を 求め る の件 （ 決定 ）

（ 同 上 ） 

〃 ○ 投資 の促 進 及び 保 護に 関 する 日 本国 と セル ビ ア共

和 国 と の 間の協 定 の締 結 につ い て国 会 の承 認 を 求

め る の 件 （決定 ）           （ 同 上）

〃 ○ 投 資の促 進 及び 保 護に 関 する 日 本国 と パラ グ アイ

共 和 国 と の間 の 協定 の 締結 に つい て 国会 の 承認 を

求 め る の 件（ 決 定）          （ 同上 ）

〃 ○ 投資 の促 進 及び 保 護に 関 する 日 本国 と ザン ビ ア共

和 国 と の 間の協 定 の締 結 につ い て国 会 の承 認 を 求

め る の 件 （決定 ）           （ 同 上）

〃 ○ 投資 の自 由 化、 促 進及 び 保護 に 関す る 日本 国 とタ

ジ キ ス タ ン共和 国 との 間 の協 定 の締 結 につ い て 国

会 の 承 認 を求め る の件 （ 決定 ）     （ 同 上）

〃 ○ 職業 上の 安 全及 び 健康 並 びに 作 業環 境 に関 す る条

約 （ 第 １ ５５号 ） の批 准 につ い て（ 決 定 )( 同 上）

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

［ 別　添 ］
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 ○ 令 和７ 年度 一 般会 計 予備 費 使用 （ ２件 ） につ い て

（ 決 定 ）                                （財 務 省） 

 
◎ 国 会 提出 案件 

1. 参 議院 議 員高 良 沙哉 （ 沖縄 ） 提出 国 民保 護 法

に お ける 国及び 地 方公 共 団体 の 役割 分 担等 の

在 り 方に 関する 質 問に 対 する 答 弁書 に つい て

（ 決 定）           （内 閣 官房 ） 

 〇  1. 参 議院 議 員奥 田 ふみ よ （れ 新 ）提 出 参議 院 本

会 議 に お ける質 疑 に対 す る高 市 内閣 総 理大 臣

の 答 弁 に 関する 質 問に 対 する 答 弁書 に つい て

（ 決 定 ）          （ 文部 科 学省 ） 

1. 参 議院 議員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 奨学 金 返

済 減 税 の 導入に 否 定的 な 高市 内 閣総 理 大臣 の

答 弁 に 関 する質 問 に対 す る答 弁 書に つ いて 

（ 決 定 ）             （ 同上 ） 

1. 参 議院 議員石 垣 のり こ （立 憲 ）提 出 外国 人 留

学 生 の 在 籍管理 に 係る 改 善指 導 対象 校 への 私

立 大 学 等 経常費 補 助金 の 交付 再 開に 関 する 質

問 に 対 す る答弁 書 につ い て（ 決 定） （ 同上 ） 

 

◎ 公 布（ 条約） 

☆ 職 業 上の安 全 及び 健 康並 び に作 業 環境 に 関す る 条

約 （ 第 １５５ 号 ）（ 決 定）      （ 外 務省 ） 

   

◎ 法 律案 

   ○ 重要施 設 の周 辺 地域 の 上空 に おけ る 小型 無 人機 等

の 飛 行 の 禁止に 関 する 法 律の 一 部を 改 正す る 法 律

案 （ 決 定 ）             （警 察 庁） 

〃  ○ 株 式会社 海 外通 信 ・放 送 ・郵 便 事業 支 援機 構 法の

一 部 を改 正 する 法 律案 （ 決定 ） （総 務 ・財 務 省） 

〃  ○ 携帯 音声 通 信事 業 者に よ る契 約 者等 の 本人 確 認等

及 び 携 帯 音声通 信 役務 の 不正 な 利用 の 防止 に 関 す

る 法 律 の 一部を 改 正す る 法律 案 （決 定 ） 

（ 総 務 省・ 警察 庁 ） 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
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 ○ 郵 便法及 び 民間 事 業者 に よる 信 書の 送 達に 関 する

法 律 の 一 部を改 正 する 法 律案 （ 決定 ） （総 務 省） 

〃  ○ 家畜 伝染 病 予防 法 の一 部 を改 正 する 法 律案  

（ 決 定 ）         （ 農 林水 産 ・財 務 省） 

〃  ○ 電気 事業 法 の一 部 を改 正 する 法 律案 （ 決定 ） 

（ 経 済産 業 ・財 務 省） 

 

◎ 政  令 

○ 児 童 福祉法 等 の一 部 を改 正 する 法 律の 一 部の 施 行

期 日 を 定める 政 令（ 決 定）    （ こ ど も 家 庭庁 ）  
〃  ○ 児 童福祉 法 施行 令 及び 地 方自 治 法施 行 令の 一 部を

改 正 す る 政令 （ 決定 ）                   （ 同上 ） 

〃  ○ 東日 本大 震 災の 被 災者 等 に係 る 登記 事 項証 明 書等

の 交 付 に ついて の 手数 料 の特 例 に関 す る政 令 の 一

部 を 改 正 する政 令 （決 定 ）    （法 務 ・財 務 省） 

〃  ○ 医療 法施 行 令等 の 一部 を 改正 す る政 令 （決 定 ） 

（ 厚 生 労働 ・財 務 省） 

〃  ○ 全世 代対 応 型の 持 続可 能 な社 会 保障 制 度を 構 築す

る た め の 健康保 険 法等 の 一部 を 改正 す る法 律 の 一

部 の 施 行 期日を 定 める 政 令（ 決 定 )( 厚 生労 働 省） 

〃  ○ 全世 代対 応 型の 持 続可 能 な社 会 保障 制 度を 構 築す

る た め の 健康保 険 法等 の 一部 を 改正 す る法 律 の 一

部 の 施 行 に伴う 関 係政 令 の整 備 等に 関 する 政 令 

（ 決 定 ）                   （ 厚 生労 働 ・財 務 省） 

〃  ○ 予防 接種 法 施行 令 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定）

（ 同 上） 

〃  ○ 新型 イン フ ルエ ン ザ予 防 接種 に よる 健 康被 害 の救

済 に 関 す る特別 措 置法 施 行令 の 一部 を 改正 す る 政

令 （ 決 定 ）                       （ 同 上） 

 〃  ○ 原子爆 弾 被爆 者 に対 す る援 護 に関 す る法 律 施行 令

の 一 部 を 改正す る 政令 （ 決定 ）     （ 同 上） 

〃  ○ 独立 行政 法 人医 薬 品医 療 機器 総 合機 構 法施 行 令の

一 部 を 改 正する 政 令（ 決 定）   （ 厚 生労 働 省） 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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 ○ 国 民年 金法 施 行令 等 の一 部 を改 正 する 政 令 

（ 決 定 ）         （ 厚 生労 働 ・財 務 省） 

〃  ○ 恩給 法に よ る恩 給 改定 率 の改 定 等に 関 する 政 令及

び 恩 給 法等の 一 部を 改 正す る 法律 附 則第 １ ４条 の

２ 第 １ 項の年 金 たる 給 付等 を 定め る 政令 の 一部 を

改 正 す る政令 （ 決定 ）     （ 総 務・ 財 務省 ） 

〃  ○ 戦傷 病者 戦 没者 遺 族等 援 護法 第 ８条 の ３第 １ 項の

改 定 率 の 改定等 に 関す る 政令 の 一部 を 改正 す る 政

令 （ 決 定 ）        （ 厚 生労 働 ・財 務 省） 

〃  ○ 平成 １９ 年 １０ 月 以後 に おけ る 旧令 に よる 共 済組

合 等 か ら の年金 受 給者 の ため の 特別 措 置法 等 の 規

定 に よ る 年金の 額 の改 定 に関 す る政 令 及び 令 和 ７

年 度 に お ける旧 国 家公 務 員等 共 済組 合 法に よ る 退

職 年 金 等 の俸給 年 額改 定 率の 改 定に 関 する 政 令 の

一 部 を 改 正する 政 令（ 決 定）     （財 務 省） 

〃  ○ 地方 公務 員 等共 済 組合 法 施行 令 等の 一 部を 改 正す

る 等 の 政 令及び 令 和７ 年 度に お ける 旧 地方 公 務 員

等 共 済 組 合法に よ る退 職 年金 等 の給 料 年額 改 定 率

の 改 定 に 関する 政 令の 一 部を 改 正す る 政令 

（ 決 定 ）              （総 務 省） 

〃  ○ 東日 本大 震 災に 対 処す る ため の 特別 の 財政 援 助及

び 助 成 に 関する 法 律の 農 林水 産 省関 係 規定 の 施 行

等 に 関 す る政令 及 び東 日 本大 震 災に 対 処す る た め

の 農 林 水 産省関 係 政令 の 特例 に 関す る 政令 の 一 部

を 改 正 す る政令 （ 決定 ）  （ 農 林水 産 ・財 務 省） 

〃  ○ 海洋 水産 資 源開 発 促進 法 施行 令 の一 部 を改 正 する

政 令 （ 決 定）          （ 農 林水 産 省） 

〃  ○ 公害 健康 被 害の 補 償等 に 関す る 法律 施 行令 の 一部

を 改 正 す る政令 （ 決定 ）    （環 境 ・財 務 省） 

〃  ○ 石綿 によ る 健康 被 害の 救 済に 関 する 法 律施 行 令の

一 部 を 改 正する 政 令（ 決 定）      （ 同 上） 

 

 

資 料  
あ り  
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◎ 人  事   

☆ 外 務 大臣茂 木 敏充 の 海外 出 張に つ いて （ 了解 ） 

○ 農 林 水 産副大 臣 根本 幸 典外 ３ 名に 第 １４ 回 世界 貿

易 機 関 閣 僚会議 日 本政 府 代表 を 命ず る こと に つ い

て （ 決 定 ） 

☆ 検 事 清野正 彦 外９ ５ 名を 判 事兼 簡 易裁 判 所判 事 等

に 任 命 し、判 事 兼簡 易 裁判 所 判事 東 亜由 美 外１ 名

の 兼 官 を免ず る こと に つい て （決 定 ） 

☆ 群 馬 工 業高等 専 門学 校 名誉 教 授小 島  昭 外 ７２ ５

名 の 叙 位 、叙勲 又 は紺 綬 褒章 授 与等 に つい て  
（ 決 定 ） 

 

◎ 報  告 

☆ 国 家 公 務員法 第 １０ ６ 条の ２ ５第 １ 項等 の 規定 に

基 づ く 報 告につ い て            （ 内閣 官 房） 

〃  ☆ 自衛 隊法 第 ６５ 条 の１ １ 第５ 項 の規 定 に基 づ く報

告 に つ い て             （防 衛 省） 

 

◎ 配  布 

☆ 消 費 者 物価指 数           （ 総 務省 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

資 料  
あ り  

資 料  
な し  
資 料  
あ り  

資 料  
な し  

資 料  
あ り  
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令和８年 

３月 24日 

 

◎ 一 般案 件 

〇 日 本 国 政府と フ ラン ス 共和 国 政府 と の間 の 使用 済

燃 料 の 輸 送及び 再 処理 、 放射 性 廃棄 物 の返 還 等 に

関 す る 書 簡の交 換 につ い て（ 決 定）  （外 務 省） 

〃  ○ 円借 款の 供 与に 関 する 日 本国 政 府と イ ンド 政 府と

の 間 の 書 簡の交 換 につ い て（ 決 定）   （ 同 上） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

（ 火 ）   件 名 外 案 件 

資 料  
な し  
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令和８年 

３月 24日 

 

◎ 政  令 

○ 警 察 法施 行令 の 一部 を 改正 す る政 令 （決 定 ） 

（ 警 察 庁 ） 

〃  ○ こど も家 庭 庁組 織 令の 一 部を 改 正す る 政令 

（ 決 定）                        （ こど も家 庭 庁） 

〃  ○ 農 林水産 省 組織 令 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定） 

（ 農 林 水産 省） 

〃  ○ 母子 及び 父 子並 び に寡 婦 福祉 法 施行 令 の一 部 を改

正 す る 政 令（決 定 ）  （ こど も 家庭 庁 ・財 務 省） 

〃  ○ 前期 高齢 者 交付 金 及び 後 期高 齢 者医 療 の国 庫 負担

金 の 算 定 等に関 す る政 令 の一 部 を改 正 する 政 令 

（ 決 定 ）                   （ 厚 生労 働 ・財 務 省） 

〃  ○ 防衛 省の 職 員の 給 与等 に 関す る 法律 施 行令 の 一部

を 改 正 す る政令 （ 決定 ）              （防 衛 省） 

〃  ○ 防衛 施設 周 辺の 生 活環 境 の整 備 等に 関 する 法 律施

行 令 の 一 部を改 正 する 政 令（ 決 定） 

（ 防 衛 ・財務 省 ） 

 

 

〔 ○ 署名 あ り  ☆ 署名 な し〕 

 

（ 火 ）  準 備 の た め 

資 料  
あ り  
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